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岩
城
光
英
法
務
大
臣
の
所
信
表
明
に
お
け
る
「
法
教
育
の
充
実
」
に
関
す
る
質
問
主
意
書

平
成
二
十
八
年
二
月
二
十
三
日
の
衆
議
院
法
務
委
員
会
に
お
け
る
所
信
表
明
で
、
岩
城
光
英
法
務
大
臣
は
、
「
我
が
国
の
未

来
を
担
う
若
者
へ
の
期
待
が
高
ま
る
中
、
子
供
の
頃
か
ら
、
多
種
多
様
な
意
見
を
様
々
な
角
度
か
ら
検
討
し
、
自
ら
考
え
る
力

を
身
に
付
け
る
こ
と
が
こ
れ
ま
で
以
上
に
求
め
ら
れ
て
お
り
、
法
教
育
の
重
要
性
は
ま
す
ま
す
高
ま
っ
て
」
お
り
「
充
実
に
努

め
て
ま
い
り
ま
す
」
と
表
明
を
し
た
。

こ
の
発
言
に
関
し
て
、
以
下
質
問
す
る
。

一

岩
城
法
務
大
臣
は
、
ど
の
よ
う
な
政
策
、
手
法
に
よ
っ
て
「
法
教
育
の
充
実
」
を
図
ろ
う
と
し
て
い
る
か
。
具
体
的
に
示

さ
れ
た
い
。

二

「
法
教
育
の
充
実
」
に
あ
た
り
、
「
子
供
の
頃
か
ら
、
多
種
多
様
な
意
見
を
様
々
な
角
度
か
ら
検
討
し
、
自
ら
考
え
る
力

を
身
に
付
け
る
」
た
め
に
は
、
法
務
省
の
政
策
の
み
な
ら
ず
、
学
校
教
育
の
現
場
や
自
治
体
に
よ
る
啓
発
活
動
な
ど
も
欠
か

せ
ず
、
他
省
庁
、
自
治
体
な
ど
他
団
体
と
の
連
携
は
不
可
欠
で
あ
る
。
政
府
は
他
省
庁
、
自
治
体
な
ど
他
団
体
と
ど
の
よ
う

に
連
携
す
べ
き
と
考
え
て
い
る
の
か
。
具
体
的
に
示
さ
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。


